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業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点 

［令和４年 11月 16日開催 全国信用組合中央協会］ 

 

１．経営者保証における監督指針改正に係るパブリックコメントの開始について 

○ 金融行政方針（2022 年８月 31 日公表）において、経営者保証に依存しな

い融資慣行の確立に向け、あらゆる方策を講じていく旨を記載している。今

般（2022年 11月１日）、その方策の一部として、監督指針改正に係るパブリ

ックコメントを開始した。 

（※） 金融行政方針の記載抜粋 

（前略） 

   経営者保証に依存しない融資慣行の確立は重要な課題であり、⾦融庁として、

あらゆる方策を講じていく。例えば、経営者保証を徴求する場合には、保証契約

の必要性に係る個別・具体の内容及び保証契約の変更・解除の可能性に関し、事

業者に対して、詳細に説明するよう、金融機関に求めていくとともに、金融機関

の取組状況についてフォローアップを行う。 

○ 改正内容に関し、重要なポイントをお伝えする。 

・ １点目は、保証契約を締結する場合には、金融機関が保証人に対し、ど

の部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか等の説明をするこ

と、 

・ ２点目は、金融機関が保証人に対し、説明をした旨を確認し、その結果

等を記録すること、 

・ 最後に、経営者保証ガイドラインを融資慣行として浸透・定着させるた

めの取組方針を各金融機関が公表するよう促していくこと 

の３点である。 
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２．新たな事業再構築のための私的整理法制検討分科会の開催について 

○ 2022年 10月 27日、内閣官房に「新たな事業再構築のための私的整理法制

検討分科会」が設置された。金融庁もオブザーバーとして参加しており、今

後、有識者や金融業界等の意見を聞きながら、具体的な制度設計が進められ

ることになる。 

〇 もちろん、制度設計に当たっては、債権者の財産権等の観点などから、透

明性・公平性に十分配慮する必要があるほか、その他にも様々な論点がある

ことは承知している。 

○ 金融庁として、今後、金融業界の意見も踏まえながら、よりよい制度設計

に向けた議論に貢献していきたいと考えているのでよろしくお願いしたい。 

 

３．有価証券運用に係る態勢強化について 

〇 足元、金融市場では、金利や株価を始め、不安定な動きが続いている。こ

うした中、多くの金融機関において、保有する有価証券の評価損の拡大が見

られている。 

○ 経営陣には、自組合の有価証券運用について、金利や株価を始めとする金

融市場の変動を踏まえて、 

・ 経営陣の主体的な関与のもとで、中長期的な収益やポートフォリオのあ

るべき姿を踏まえた運用方針の検討や管理態勢の整備が行われているか、 

・ 経営体力や管理態勢に見合ったリスクテイクとなっているか、 

・ 急激な金利上昇等を想定した場合に、迅速に意思決定・対応を行える態

勢となっているか、 

などを改めて確認いただき、課題が見受けられる場合には、速やかに態勢の

強化を図っていただきたい。 

〇 金融庁としても、各信用組合の有価証券運用の状況や対応方針等について、

高い関心を持って注視しており、今後、必要に応じてヒアリング等により確

認する。 
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４．REVICareer(レビキャリ)の給付金の給付要件等の緩和について 

○ 2022年 10月４日、REVICareerの給付金の給付要件等を緩和した。 

○ 具体的には、金融機関からの要望も踏まえ、 

・ 転籍者の年収要件の下限を、年収 600万円から 500万円に引き下げ 

・ 転籍者の雇用契約等の期間を、最低２年以上から１年以上に短縮 

したほか、実績報告手続の簡素化などを行った。 

○ これにより、給付金支給の対象となる人材仲介案件の裾野が拡がり、

REVICareerが一層利用しやすくなったと期待している。 

  

５．地域金融機関の人材仲介機能の高度化について 

○ 2022年 10月 28日に、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」

が閣議決定され、地域活性化や人への投資に向けた施策として、「地域金融

機関等による地域企業への人材マッチング等支援」が盛り込まれた。 

○ また、2022 年 11 月８日に閣議決定された第２次補正予算案に、地域企業

経営人材マッチング促進事業にかかる予算も盛り込まれている。 

○ REVICareerについては、今後も、大企業人材向けに地方で働くことの魅力

を発信するイベントの開催をはじめとした周知・広報に取り組むなど施策の

充実に努めていく。 

○ 2022 年 10 月に、信用組合からも初めてのレビキャリの利用登録が行われ

ているところ、各金融機関におかれては、地域企業より寄せられた経営人材

ニーズに応えていくにあたり、引き続き、REVICareerの活用も検討いただき

たい。 

 

６．外国人顧客の口座開設等について 

○ 2022 年 10 月に入国者数の上限撤廃等の水際対策のさらなる緩和が行われ、



4 

 

国際的な人の往来が活発化するとともに、外国人への銀行口座開設等の金融

サービスの提供につき顧客ニーズがさらに高まることが予想される。 

（参考） 今般の経済対策（「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」令和４年

10月 28日閣議決定）にも、以下の記載が盛り込まれた。 

第２章 経済再生に向けた具体的施策 

Ⅱ 円安を活かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化 

２．円安を活かした経済構造の強靱化 

（２）企業の国内投資回帰と対内直接投資拡大 

（略）ビジネス環境整備の一環として、銀行口座開設の円滑化を含む外国人

の法人設立等支援や企業統治改革の加速化等により国際金融センター

の実現を図るほか、デジタル原則に照らした規制の点検・見直しや港

湾の整備等に取り組む。（略） 

○ そうした中、金融庁の金融サービス利用者相談室にも、外国人顧客への金

融サービスにつき、特に下記の「外国人顧客対応にかかる留意事項」の一部

事項に関して、金融機関による適切でないと考えられる対応についての情報

が利用者から寄せられている。 

（参考） 「外国人顧客対応にかかる留意事項」（令和３年６月、抜粋） 

（顧客対応における留意点） 

・窓口で口座開設等の手続を行う際、外国人顧客に対し、手続円滑化の観点から、

事前記入による申込書等の提出を認めているか（自署欄を除く。）。 

・外国人顧客が日本語で会話できない場合や日本語を書くことができない場合は

一律に受付不可、といった対応を行っていないか。 

・各種手続において、住所等については日本語での記載を必須とせず、ローマ字に

よる記載を認めているか。 

○ 各金融機関においては、これまでも、外国人に対する金融サービスの利便

性向上に向けて様々な取組みを実施してきたものと承知しているが、業界団

体及び各金融機関自らが、現場でどのような顧客ニーズや課題があるのかを

把握・確認し、どのような取組みが必要であるかを継続的に検討するなど、

PDCAを回していただくよう、改めてお願いしたい。 
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○ その際、2021年６月に公表した「外国人顧客対応にかかる留意事項」や「取

組事例」も活用しながら、継続的に創意工夫を積み重ねていただきたい。 

○ また、水際措置の緩和に伴い、留学や海外勤務で日本を離れる日本人顧客

も増加することが予想される。こうした顧客についても、外国人顧客と同様、

利用可能なサービスについて分かりやすく説明するなど、丁寧な対応を行う

よう併せてお願いしたい。 

 

７．障がい者等に配慮した取組みに関するアンケート調査の結果について 

○ 2022年10月31日、2022年３月末時点での障がい者等に配慮した取組状況に

ついて、アンケート調査結果を公表した。 

○ 聴覚障がい者の方等向けに、2021年７月より公共インフラとして「電話リ

レーサービス」が開始されたところ。当該サービスに対応していない信用組

合もあり、対応している場合でも、マニュアルの整備等の実効性向上のため

の取組みは一部の信用組合に留まっており、対応を進めていく必要。 

○ 視覚障がい者や自筆困難者等への代読・代筆に係る手続きに関して、「入

金書類の代筆を依頼したが拒否された」といったご意見が金融庁にも寄せら

れている。内規の整備に留まらず、社内研修等を通じた現場職員への周知・

対応力の向上が重要。 

○ 加えて、一部の金融機関では、新規に口座開設する顧客に対して、紙の通

帳発行を有料化する動きがあるが、一定の手続きを経た障がい者については、

当該手数料を対象外とする金融機関もあると承知。手数料の徴収自体は各金

融機関の経営判断事項であると考えているが、障がい者に配慮した事例とし

て紹介をするので、アンケート結果とあわせ、今後の取組みの参考としてい

ただきたい。 

（参考） アンケート結果概要（令和４年３月末時点） 

・ 聴覚障がい者等からの連絡について、公共インフラとしての電話リレーサービ
スを用いた連絡に対応している先は全体で 54.5％（信用組合は 28.3％） 

・ 電話リレーサービスを用いた連絡に対応している場合、マニュアル等を整備の

上、職員へ周知している先は全体で 57.6％(信用組合は 46.3％) 
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・ 電話リレーサービスを用いた連絡に対応している場合、電話リレーサービス利
用の際の連絡先について、HP 上にバナーを設けるなど、分かりやすい形で表示
している先は全体で 3.8％(信用組合は 2.4％) 

・ 代読の手続に関する内規の整備状況は全体で 97.4％（信用組合は 93.1％） 

・ 預金取引における代筆手続に関する内規の整備状況は全体で 99.3％（信用組合
は 100％） 

・ 社内研修等の職員の障がい者等対応力向上のための取組を実施している先は全
体で 78.9％（信用組合は 51％） 

 

８．マイナンバーカードの普及と利活用の促進について 

○ マイナンバーカードの普及と利活用の促進について、協力をいただき感謝

申し上げる。 

 政府では本年度末までにマイナンバーカードが「ほぼ全国民に行き渡る」

ことを目標に掲げ、普及と利活用の促進を強力に推進している。 

○ 2022 年 10 月公表のデジタル庁の調査（第５回調査）によれば、業種別の

マイナンバーカード取得率は、全業種で 64.3%であるところ、協同組織金融

業は 60.9％との結果であり、今後更なる取組みが必要不可欠である。 

 金融庁としても、政府目標の達成に向け、各金融機関における取得率や取

組状況をより詳細に確認していくことを考えている。 

○ マイナンバーカードの普及促進に向け、 

・ 市区町村の実施する出張申請サービスの利用 

・ 申請のとりまとめなど、取得についての組織的なサポート 

・ 取得のメリットの社内周知や、入社時における取得に係る周知 

などの取組みを実施している金融機関もあり、こうした取組事例を参考にし

つつ、更なる取組みに尽力いただきたい。 
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９．国連安保理決議の着実な履行について（北朝鮮関連） 

○ 2022年10月７日、国連安全保障理事会の北朝鮮制裁委員会の専門家パネル

が、2022年１月から７月にかけての国連加盟国による北朝鮮制裁の履行状況

等の調査結果と国連加盟国への勧告を含む中間報告書を公表。 

○ 同報告書では、 

・ 北朝鮮が暗号資産関連企業及び取引所等へのサイバー攻撃を継続し暗号

資産を窃取していること 

・ 北朝鮮による石油精製品の不正輸入および石炭の不正輸出が継続してい

ること 

等の事案概要や、必ずしも制裁対象ではないが、こうした事案に関与してい

る疑義がある会社名や個人名、船舶の名前について記載。 

○ 同報告書を踏まえ、各金融機関においては、サイバーセキュリティ対策

を徹底していただくとともに、安保理決議の実効性を確保していく観点か

ら、報告書に記載のある企業や個人、船舶については、 

・ 融資や付保などの取引が存在するかどうかに関する確認 

・ 取引がある場合には、同報告書で指摘されている事案に係る当該企業・

個人等への調査・ヒアリング 

などをしっかりと行った上で、適切に対応いただきたい。 

 

10．後見制度支援預貯金・後見制度支援信託導入状況に関するアンケート調査

結果の公表について 

○ 「後見制度支援預貯金・後見制度支援信託の各金融機関への導入状況」に

ついて、2022年３月末を基準日としてアンケート調査を実施し、その結果を

2022年９月９日に公表。 

○ アンケート調査の結果、全預金取扱金融機関の個人預貯金残高ベースの割

合で約 69％が導入済となっており、引き続き、導入に向けた取組みが進んで
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いると認識している。 

○ 成年後見制度を利用者にとって安心かつ安全な制度とする観点から、導入

に向けた前向きな検討を進めていただくとともに、導入済の金融機関におい

ても、高齢者等のニーズに適格に対応した金融サービスの提供に向けた取組

みを継続していただきたい。 

 

11．継続的顧客管理に係る丁寧な顧客対応について 

○ 2020 年 10 月、継続的顧客管理における顧客情報の更新に際して、顧客か

ら苦情が寄せられる事例が複数見受けられたことから、丁寧な顧客対応をお

願いしている。 

○ しかしながら、依然として顧客対応が原因となってトラブルに発展した事

例が複数あると聞いており、中には、窓口職員の説明にご納得いただけない

顧客への対応を、金融庁の金融サービス利用者相談室にその場で転送するよ

うな事例も認められているところ。 

○ 各金融機関におかれては、顧客からの照会に対応する部署の職員がリスク

ベース・アプローチによるマネロン対策等について理解を深め、顧客対応が

形式的なものにならないよう、職員に対して継続的に周知徹底を図ることに

より、適切な顧客対応を確保していただきたきたい。 

○ また、継続的顧客管理における情報更新の考え方については、全ての顧客

に一律の時期・内容で調査を行う必要はなく、顧客のリスクに応じて調査を

することで、苦情を減らしたり、回答率を上げるなどの工夫をしている例も

あると承知している。 

○ 継続的顧客管理については、当庁において政府広報をはじめとした周知活

動を行っているほか、2022 年３月にマネロンガイドラインに関するよくあ

るご質問（FAQ）を改訂して、情報更新に係る考え方についても明確化を図

っているので、参照いただきたい。 
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12．暗号資産取引に係る注意喚起について 

○ 国連安保理・北朝鮮制裁委員会の専門家パネルが 2022年 10月７日に公表

した報告書では、 

・ 北朝鮮当局の下部組織とされる「ラザルス」と呼称されるサイバー攻撃

グループが、 

・ 暗号資産関連企業や暗号資産交換業者を標的にサイバー攻撃を行い、暗

号資産の不正な窃取に関与している、 

と指摘されている。 

○ また、数年来、日本の暗号資産交換業者も、ラザルスによるサイバー攻撃

の標的となっていることが強く推察される状況にある。 

○ こうした状況を踏まえ、同月 14 日に、暗号資産取引に関わる個人・事業

者に対し、 

・ 暗号資産を標的とした組織的なサイバー攻撃が実施されていることを高

く認識いただくこと、 

・ 適切なセキュリティ対策を講じていただくこと、 

・ 不審な動きを検知したときは速やかに政府に情報提供をいただきたいこ

と、 

を目的として、関係当局（警察庁､NISC）と連名で注意喚起を実施した。 

○ 今後、暗号資産やブロックチェーンを活用した業務を行おうとされる場合

には、こうした点についても十分に注意いただきたい。 

 

13．物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策について 

○ 2022年 10月 28日、円安の進展等に伴うエネルギー・食料品等の物価高騰

などの厳しい環境を踏まえ、国民生活や事業活動をしっかりと支え、持続可

能な経済成長を実現する観点から、「物価高克服・経済再生実現のための総
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合経済対策」が策定された。 

○ 今回の総合経済対策では、①物価高騰・賃上げへの取組、②円安を活かし

た地域の「稼ぐ力」の回復・強化、③新しい資本主義実現の加速、④国民の

安全・安心の確保、の４つの柱に沿って政府として各種施策が取りまとめら

れたところだが、金融庁からは、 

・ コロナや物価高騰の影響を受けて厳しい状況にある事業者への資金繰り

や事業再生などの事業者支援の徹底、 

・ 個人金融資産の貯蓄から投資へのシフトに向けた、ＮＩＳＡの抜本的拡

充・恒久化の検討、顧客本位の業務運営を推進する制度整備や金融経済教

育を推進するための体制整備、 

・ 人的資本の開示を含む非財務情報の開示の充実や四半期開示の見直し、

コーポレートガバナンス改革の推進などの市場環境の整備、 

・ AIを活用したマネロン対策の高度化の推進、 

などの施策を盛り込んでいる。 

○ 金融が実体経済をしっかりと下支えできるよう、必要な施策を着実に実施

していくために、金融機関の理解・協力が極めて重要であると考えているの

で、今後ともよろしくお願いしたい。 

 

14．資産所得倍増分科会について 

○ 本年末に策定される「資産所得倍増プラン」の検討のため、2022 年 10 月

17日、新しい資本主義実現会議の下に資産所得倍増分科会が設置され、議論

が開始されたが、金融庁より、国民の安定的な資産形成を促進するための方

策について、大きく３点を説明。 

① 第一に、ＮＩＳＡの抜本的拡充を図ること。８月末に税制改正要望を提

出済みであるが、具体的には、国民にとって簡素で分かりやすく、使い勝

手のよい制度とする観点から、 
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・  制度の恒久化や、非課税保有期間の無期限化、年間投資枠・非課税限

度額の拡大のほか、 

・  つみたてＮＩＳＡを基本としつつ、一般ＮＩＳＡの機能を引き継ぐ

「成長投資枠（仮称）」の導入 

・  つみたてＮＩＳＡの対象年齢を未成年者まで拡大すること 

などを要望している。 

② 第二に、金融事業者や企業年金等について、顧客等の利益を第一に考え

た立場からの業務運営を求めるための制度のあり方について検討を進める

とともに、顧客に対して中立的で信頼できる助言サービスの提供を促すた

めの仕組みを検討すること。 

③ 第三に、国民の金融リテラシー向上に向けた取組みを強化するため、国

全体として、中立的立場から、金融経済教育の機会提供を推進するための

体制を検討すること。 

○ 現時点において引き続き検討段階であるが、方向性が固まれば改めて説明

する。国民の安定的な資産形成を実現する上で、金融機関の理解・協力が重

要であると考えている。特に、第三で申し上げた金融経済教育については、

各実行主体のリソースの戦略的・効果的な活用や中立性の確保等から、官民

の連携強化が極めて重要であると考えており、新たに検討する体制の運営に

おいて、各金融機関の協力が必須であると考えているので、今後とも宜しく

お願いしたい。 

 

15．インボイス制度への対応について 

○ 消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）の開始（2023年 10 月

１日）まで１年を切った。適格請求書を発行できるのは、「適格請求書発行事

業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請

書を提出し、登録を受ける必要がある。なお、2023 年 10 月１日から「適格

請求書発行事業者（インボイス発行事業者）」となるための原則的な期限は
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2023年３月末。 

○ これまで、金融庁としては、インボイス制度の円滑な導入に向けて、講師

派遣依頼に関する案内や、登録申請開始に関する業界宛の会員事業者への案

内依頼等のほか、金融機関向けに財務局単位で実施する税制改正等の説明会

において、インボイス制度への対応についても周知してきたところ。 

○ すでに、金融機関の中には、金融機関自身が、事業者支援の取組みの中で、

取引先など地域の中小企業に対してインボイス制度への対応のサポートを

行っていただいている事例もあると聞いているところ、各金融機関におかれ

ては、インボイス制度の円滑な導入に向けて、引き続き協力いただきたい。 

○ 特に、インボイス制度に関する周知・広報等を実施される場合には、税務

当局より講師派遣を行うことが可能であるので、積極的に活用いただきたい。 

 

16．10月 G20財務大臣・中央銀行総裁会議への提出物について 

○ 2022年 10月 12・13日に米国・ワシントン DCにて G20 財務大臣・中央銀

行総裁会議が開催され、会議終了後に議長総括が公表された。また、11月 15・

16日には、インドネシア議長下の締めくくりとなる首脳会議が開催され、議

長国は 12月からインドに交代する。 

○ 2022年の G20では、金融分野における様々な論点（サステナブルファイナ

ンス、ノンバンク金融仲介、クロスボーダー送金の改善、気候関連金融リス

ク、暗号資産、金融包摂、マネーロンダリング等）が議論された。G20 への

提出物のうち、本日はサステナブルファイナンスと暗号資産に関する報告書

を紹介したい。 

 

サステナブルファイナンス 

○ サステナブルファイナンスに関し、 

・ G20 サステナブルファイナンス作業部会が作成した「2022 年 G20 サステ

ナブルファイナンス報告書」 
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・ FSBが提出した「気候関連開示に関する進捗報告書」 

が提出された。 

 

「2022年 G20サステナブルファイナンス報告書」 

2050年ネットゼロ目標の達成に向け、排出削減が難しいセクターの着実な

移行に向けたトランジションファイナンスの重要性が高まり、今や多くの国

際会議で議論されている。 

特に 2022年の G20では、トランジション活動や投資を特定する手法、投資

家への情報提供等に関する原則を定めた「トランジションファイナンスのた

めの枠組み」が策定された。 

また、2021年の COP26を契機として、ネットゼロにコミットする金融機関

も急増した。他方で、中小企業等の排出量見通しについて確たるデータの入

手や多排出セクターの段階的移行（managed phase-out）に係る説明責任遂行

の困難さも課題となっている。2022 年の G20 では、こうした論点を踏まえ、

金融機関によるコミットメントの信頼性を強化するため、当局、国際ネット

ワーク、金融機関向けのハイレベルな勧告が策定された。今後も、各国事例

の共有などにより、コミットメントの信頼性確保や実施段階における進捗を

追跡する取組みのフォローなどが期待されている。 

 

「気候関連開示に関する進捗報告書」 

気候関連開示に関する FSBの報告書では、 

 国際的な枠組みの策定や各国における取組みの進捗状況に加えて、 

 国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）が策定する気候関連開示枠組

みの実施にあたり各国が直面する課題 

について報告されている。 

国際的な枠組みの策定については、ISSBが策定するサステナビリティ関連

情報開示の枠組みを実施するにあたって、IAASB（国際監査・保証基準審議会）

が保証の基準策定に着手しているほか、IESBA（国際会計士倫理基準審議会）
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が倫理規定等について改訂の作業に着手している。 

 

暗号資産 

○ 暗号資産については、FSB から３つの報告書が提出され、会議後に公表さ

れた議長総括において、これらの議論が歓迎されている。 

○ FSBからの３つの報告書は、具体的には、 

 ・ 第一は、暗号資産に対する９つのハイレベルな規制監督上の勧告案に関

する報告書であり、金融システム安定にリスクを及ぼす可能性のある全て

の暗号資産関連の活動、発行者、サービス提供者に包括的に適用されるも

のである。 

 ・ 第二は、2020 年 10 月に公表された「グローバル・ステーブルコインの

規制・監督・監視に関するハイレベル勧告」の見直しに関する報告書であ

り、2022年前半の暗号資産市場の混乱等を踏まえ、償還請求権確保の強化

などが図られている。 

 ・ 第三は、これら二つの勧告案の位置づけや、今後の FSBの作業方針に関

する報告書である。FSB は、暗号資産及びグローバル・ステーブルコイン

に対する勧告を 2023年夏までに最終化させ、その後は 2025年末までに各

法域での実施状況のレビューを行う予定である。 

○ 国際的な議論を受け、既に米国や欧州等では規制枠組みの整備に向けた動

きが本格化しており、今後、FSB の勧告をいかにグローバルに実施していく

かについて、議論が深まっていくものと考えている。 

（以 上） 


